
問合せ先 墨田区総務部すみだ人権同和・男女共同参画事務所
電話︓０３－５６０８－６３２２

平日午前９時～午後４時まで（正午から午後１時までを除く）

対象

流れ メリット

次に掲げる要件の全てに該当していることが必要です。
（１）双方がともに成年に達していること
（２）双方がともに婚姻をしていないこと
（３）双方がパートナーシップ関係の相手方以外に、事実上婚姻関係と同様の事情にある者がいないこと
（４）双方がパートナーシップ関係の相手方以外と、パートナーシップ制度等を利用していないこと
（５）届出者の双方の関係が、直系血族若しくは３親等内の傍系血族又は直系姻族でないこと

※パートナーシップ関係に基づく養子縁組による場合を除く

（６）届出者の双方が区内に住所を有すること
※３か月以内に転入する場合も含む

手続きには事前の予約が必要です
Step１︓届出予約

下記問合せ先に１０日前（土・日・祝日、
年末年始を除く）までに来庁日をご予約く
ださい。

Step２︓パートナーシップの宣誓
当日はお二人でお越しください。

Step３︓受理証明書等の交付
当日中に受理証明書等をお渡しします。

受理証明書等を受けると…

希望をすれば受理証明書等に通称名や生計
を一にするお子様の名前も記載できます。

区営住宅等の申込みができるようになりま
す。（その他個別の要件あり）

保育園等で保護者と同じ待遇となります。

墨田区パートナーシップ宣誓制度とは︖

墨田区
パートナーシップ宣誓制度

性別等にかかわらず、地域の中でパートナーとともに安心して
暮らしていくために墨田区が設ける制度です。パートナーシップ
関係にあるお二人が区長に対して、パートナーシップ関係にある
ことを宣誓することで、届出がされたことを証明する受理証明書
及び受理証明カードを交付します。

※本制度は、同性同士に限らず、事実婚のかたなども利用できます。
法律上の婚姻とは異なり法的な権利や義務が発生するものではありません。

mail︓JINKEN@city.sumida.lg.jp
ＱＲ

※詳細は区ホームページ
をご覧ください。

令和５年４月スタート
人生を共にしたい人と家族として暮らすことを応援します

★そのほかにも、日常生活の様々な場面で
夫婦と同様の待遇がされるよう、民間事業
者に対する普及啓発に取り組んでいきます。

mailto:JINKEN@city.sumida.lg.jp


墨田区総務部すみだ人権同和・男女共同参画事務所 電話︓０３－５６０８－６３２２

性の多様性について知ろう︕

性を構成する要素
性のあり方はからだの性別のみとは限らず、様々な要素が組み合わさっており多様です。

【からだの性】
からだのつくりや生物学的特徴。
出生時のからだの特徴をもとに、

戸籍の性別が割り当てられる

【性自認】
自分が認識している(いない)性。

からだの性と一致する場合も
一致しない場合もある

【性的指向】
恋愛感情などが、どの性別に

向くか向かないか

【性別表現】
言葉遣いや振舞い、

服装などで表される性別

性的マイノリティとは
性的マイノリティとは、「出生時に割り当てられた性別と性自認が一致し、かつ性的指向

は異性」というパターンに当てはまらない人々のことを表す用語です。「性的少数者」「セ
クシュアル・マイノリティ」「LGBT」などと呼ばれています。

LGBTなどとは

SOGIとは
SOGIとは性的指向（Sexual Orientation）と性自認（Gender Identity）の頭文字を取っ

た言葉で、 全ての人を包括する性にまつわる属性を表します。少数派・多数派を問わず、ど
のような性のあり方も尊重するという考え方に基づく概念です。さらに、性別表現（Gender 
Expression）を加えたSOGIE（ソジー）という表現方法もあります。

令和５年４月施行の「墨田区女性と男性及び多様な性の共同参画基本条例」では、従来か
らの男女間の格差解消に引き続き取り組むとともに、性の多様性を尊重することに努めると
しています。そこで条例で「性別等にかかわらず、全ての人が、人生を共にしたい人と家族
として暮らすことを尊重する施策」を行うこととし、規則で墨田区パートナーシップ宣誓制
度を定めました。パートナーシップ制度は、性的マイノリティ以外の方で、事実婚関係にあ
るカップルも利用することができます。

区では、パートナーシップ制度等を通して、多様な性を尊重し、性別等により差別される
ことなく互いの人権を尊重し、共に責任を分かち合う男女共同参画社会の実現を目指します。
性の多様性について正しく理解をし、一人ひとりの違いを尊重しましょう。

～アライを目指しましょう～
アライ（ALLY）とは、性的マイノリティに対す

る差別をなくすために行動をおこす人たちのこと
を言います。

「理解者」「支援者」を意味し、六色の虹（レ
インボー）は「性の多様性を尊重するシンボル」
になっています。これらの色を示した旗（フラッ
グ）やグッズを身に着けることで、アライである
ことを表明することができます。

性の多様性について
＜職員ハンドブック＞
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LGBTとは、レズビアン(女性同性愛者)・ゲイ(男性同性愛者)・バイセクシュアル(両性愛
者)・トランスジェンダー(出生時に割り当てられた性別と違う性自認の人)といった性のあり
方（セクシュアリティ）の頭文字を取った概念で、性的マイノリティの総称として用いられ
ることがあります。また、クエスチョニングまたはクィアの「Q」を加えて、LGBTQや
LGBTQ+などと記載されることもあります。（「＋」はL・G・B・T・Qだけでは表しきれな
い多様なセクシュアリティを指します。）


